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新潟県条例第30号 

新潟県県税条例の一部を改正する条例 

新潟県県税条例（平成18年新潟県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)に対応する同表の改正前の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（配当割の特別徴収義務者等） 

第27条 特定配当等の支払を受けるべき日現在にお

いて県内に住所を有する個人に対して特定配当等

の支払をする者（当該特定配当等が国外特定配当

等、租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定

する上場株式等の配当等又は同法第41条の12の２

第３項に規定する特定割引債の償還金に係る差益

金額である場合にあっては、その支払を取り扱う

者）を配当割の特別徴収義務者とする。 

 

（株式等譲渡所得割の特別徴収義務者等） 

第28条 選択口座が開設されている租税特別措置法

第37条の11の３第３項第１号に規定する金融商品

取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受け

るべき日の属する年の１月１日現在において県内

に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡

対価等の支払をするものを株式等譲渡所得割の特

別徴収義務者とする。 

 

 

 

 

 

第56条 （略） 

２ 前項の承認に係る手続その他の必要な事項につ

いては、法第750条（電磁的記録による保存等の

承認の申請等)(第５項を除く｡)、第751条（電磁

的記録による保存等の承認に係る変更）及び第753

条（電磁的記録による保存等の承認の取消し)(こ

れらの規定を法第754条（電子計算機出力マイク

ロフィルムによる保存等の承認に対する準用）に

おいて準用する場合を含む｡)の規定の例による。

 

３ （略） 

（配当割の特別徴収義務者等） 

第27条 特定配当等の支払を受けるべき日現在にお

いて県内に住所を有する個人に対して特定配当等

の支払をする者（当該特定配当等が国外特定配当

等又は租税特別措置法第９条の３の２第１項に規

定する上場株式等の配当等である場合にあっては、

その支払を取り扱う者）を配当割の特別徴収義務

者とする。 

 

 

（株式等譲渡所得割の特別徴収義務者等） 

第28条 選択口座が開設されている租税特別措置法

第37条の11の３第３項第１号に規定する金融商品

取引業者等で当該選択口座に係る特定口座内保管

上場株式等の譲渡の対価又は当該選択口座におい

て処理された上場株式等の信用取引等に係る差金

決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべ

き日の属する年の１月１日現在において県内に住

所を有する個人に対して当該譲渡の対価又は当該

差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする

ものを株式等譲渡所得割の特別徴収義務者とす

る。 

 

第56条 （略） 

２ 前項の承認に係る手続その他の必要な事項につ

いては、法第750条（電磁的記録による保存等の

承認の申請等)(第２項及び第６項を除く｡)、第751

条（電磁的記録による保存等の承認に係る変更）

及び第753条（電磁的記録による保存等の承認の

取消し)(これらの規定を法第754条（電子計算機

出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対す

る準用）において準用する場合を含む｡)の規定の

例による。 

３ （略） 

附 則 

この条例は、平成28年１月１日から施行する。 

 


